
 

 

議案第７号 

岩沼市市税条例等の一部を改正する条例 

 （岩沼市市税条例の一部改正） 

第１条 岩沼市市税条例（昭和３０年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号及び第３６条の２第９項中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に

改める。 

  第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

  第８９条第２項第２号及び第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第

２条第１６項」に改める。 

  第１４７条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

 （岩沼市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 岩沼市都市計画税条例（昭和３５年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

 （岩沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第３条 岩沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３８

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第２条

第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第２条第１４項」を「第２条

第１５項」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


